
第８期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価（R3)

※評価は5段階評価とし、良い方から「5、4、3、2、1」としています。（評価の目安として、達成率80％以上を5、60～79％を4、40～59％を3、20～39％を2、19％以下を1としています。）

評価

介護給付適正化

保険者である本町が行う適正化事
業は、高齢者等が可能な限り住み
慣れた地域でその有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことが
できるようにするとともに、限ら
れた資源を効率的・効果的に活用
するために、保険者が本来発揮す
るべき保険者機能である。そのた
め、本町では介護給付適正化計画
を第８期介護保険事業計画に合わ
せて策定し、PDCAサイクルに基づ
いて実施することで、保険者の責
任において費用の適正化を図る。
適正化事業の実施主体は保険者だ
が、適正化事業の推進に当たって
は、広域的視点から保険者を支援
する山梨県、国保連介護給付適正
化システムにより適正化事業の取
り組みを支える山梨県国民健康保
険団体連合会と現状認識を共有
し、連携して取り組んでいく。

・要介護認定の適正化
・ケアプランの点検
・住宅改修等の点検
・縦覧点検・医療情報との突合
・給付明細発送

・要介護認定の適正化　全件確認
・ケアプランの点検　月5件程度
・住宅改修等の点検　事前申請後、全
件確認。福祉用具購入については、
購入前後のケアプランを確認し適切な
購入かを判断。
・縦覧点検・医療情報との突合　国保
連へ委託
・給付明細発送　令和４年度実施に向
けて準備する。

・要介護認定適正化　全件確認
・ケアプラン点検　実地指導を行った1
事業所のケアプランを点検
・住宅改修等の点検　全件確認
・縦覧点検・医療情報との突合　国保
連への委託実施
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要介護認定調査及び福祉用具購入
（97件）、住宅改修（40件）の全件確認
を実施。
ケアプラン点検については、昨年度県
のアドバイザー派遣事業での助言指
導内容を参考に、令和３年度は新規
介入ケースを点検対象として、実地支
援した居宅支援事業所に加え、新規
ケースのプラン提出のあった事業所を
対象に、９名のケアマネの延べ１３件
の点検を行い、コロナ禍のこともあり
文書にて点検結果を報告している。。
また委託の予防支援のケアプランは
129件点検実施。縦覧点検等は国保
連に委託実施。概ね目標に対して実
施できた。

居宅介護支援事業所の介護支援専
門員の作成するケアプランの点検に
ついては、アセスメント過程からの課
題分析・目標設定、ケアプラン作成と
いうケアマネジメントプロセス全般に課
題があり、介護支援専門員の資質の
向上に向けた、研修等の企画・実施の
必要性がある。又、ケアプラン点検を
行う担当者の負担も大きく、今後のケ
アプラン点検の実施方法等の検討も
必要であるが、昨年度のアドバイザー
派遣事業の活用により、ケアプラン点
検の考え方や対象者選定、点検結果
の返却方法等についてアドバイスをい
ただいたことも踏まえつつ、次年度以
降のケアプラン点検の企画の再検討
を行う予定。

Ⅰ（１）①事前提出資料を参考に、日程確
認・指導のポイント（運営基準・加算内容
等を参考に）・役割分担等を確認し指導当
日の準備を行い事業所の負担軽減も含め
て指導の短時間・簡素化を踏まえて実
施。
②新型コロナウイルス感染症対策を行い
ながら再開している。書面開催より対面で
の会議の方が、事例の個別課題の解決
や地域課題の共有が有意義にできた。ま
た、これまでの地域課題の集約では、食
事や栄養に関する視点やリハビリテーショ
ン体制、アセスメント力に関する事が多く、
今後解決に向けて優先順位や方法等を
相談し検討する。
③Zoom環境を整えることにより、人数制
限が解除され、ＺＯＯＭでの研修参加者が
１８４名と増えている。研修場所への移動
時間も短縮され効率的になった。ケアマネ
の対応に必要な知識とスキルなどを学ぶ
内容になっている。
④令和３年度参加者状況：延人数２２８４
人、実人数２２４人（全高齢者の３．２％）。
新型コロナウイルス感染症の影響で、前
年度より大幅に減少しているため、経年で
のアウトプット指標での評価が難しい状
況。感染対策の為、アウトカム指標を変更
し体力測定を行い、参加者の体力の状況
を把握した。感染拡大下に数名に訪問に
て個別指導も実施したが、自宅の環境を
直接見る事で、より具体的な指導を行う事
ができた。
Ⅲ①初期集中支援が常時実施できる体
制を維持した。

自立支援・重症化防止の
取り組み

介護保険制度の持続可能性を維持
しつつ、高齢者の生活機能の低下
を防止して、自立した日常生活を
過ごすための体制の確立が喫緊の
課題となっている。
そのため介護保険事業計画におい
て、高齢者の地域における自立し
た日常生活の支援、要介護状態と
なることの予防又は要介護状態等
の軽減若しくは悪化の防止へ取り
組んでいる。

現状と課題

R3年度（実績評価）第8期介護保険事業計画に記載の内容

第８期における
具体的な取組

課題と対応策目標
（事業内容、指標等）
自己評価

実施内容

①保険者として、地域密着介護サービ
ス事業所運営基準や実地指導ポイン
トなどの理解習得に努める事、担当者
間での指導内容の統一などを重ねる
ことにより、適切な指導支援を目指
す。事業所内の人員配置や帳票・記
録類の整備状況等改善指導を行った
事業所については、今後の改善状況
等の確認も必要と考える。
新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、当初予定していた２カ所の事業所
に実地指導を行うことができなかっ
た。そのため、オンラインを活用した方
法も検討していく。
②地域ケア個別会議で上がった地域
課題の集約にて、食事や栄養に関す
る視点やリハビリテーション体制、アセ
スメント力に関する事が多く挙がって
いた。まずはアセスメント力について
の課題に対し、ケアマネ対象の勉強
会や事例検討会等の開催を検討し、
ケアマネジメント向上を図っていく。ま
た、年間の件数が少ないため、引き続
き事例の積み上げを継続。地域課題
の優先順位や政策提言について検討
する協議体等の在り方については未
定。
③課題として、Zoom環境での研修を
継続しつつ、グループでの検討などが
できるよう準備(技術)を整え充実した
研修を実施したいと考えている。高齢
者を取り巻く制度についての知識や活
用にあたっての方法等について、専門
の講師を迎えて実施していく。さらに
居宅介護支援事業所管理者である主
任介護支援専門員連絡会が配置され
る中で、介護支援専門員の資質の向
上を目指す介護支援専門員研修会の
企画・運営等への協力を今後検討し
ていきたい。
④感染症拡大にて、教室の自粛期間
が長く、令和３年度から再開する場所
もある。また、感染症対策にて参加人
数や実施回数を制限したり、アウト
プットでの経年評価が出来ない。よっ
て各自の運動機能の向上などアウト
カム指標での評価に重点を置いてい
く。
Ⅲ①認知症においては、既に受診は
しているが、本人の生活面や家族の
心配事に関する相談が多くある。今後
は、包括内で情報や経過を共有し本
人や家族指導の体制づくり強化をは
かっていきたい。

Ⅲ①認知症相談に対しては、総合相
談事業の範囲で対応が出来ていると
考えられるが、既に医療や介護の介
入が開始されているケースに関し、そ
の対応上での困難が生じているケー
スが増加している。地域支援推進員
等と協力した、ケースに対する縦断的
支援が必要と考えられる。

①地域密着型サービス事業者への実
地指導
②医療介護に関わる多職種の関係者
が参加する地域ケア会議の開催
③介護支援専門員に対する研修会
④認知症初期集中支援チームによる
支援会議の実施
⑤一般介護予防事業参加者の増加

① 地域密着型サービス事業者への
実地指導（指標：指定有効期間中に1
回）
② 医療介護に関わる多職種が参加
する地域ケア会議の開催（指標：月に
１回）
③ 介護支援専門員に対する研修会
の実施（指標：年間５回）
④認知症初期集中支援チームによる
支援会議の実施（月１回）
⑤一般介護予防事業参加者の増加
（指標：全高齢者の１割）

①地域密着型事業所の実地指導を、地域
密着型通所介護1事業所、の実施。
②自立支援型の地域ケア個別会議を対
面及びＺｏｏｍにて、隔月で年６回開催し
た。新型コロナウイルス感染拡大に伴い
ガイドラインを遵守し、感染症対策を強化
している。これまでの地域課題の集約を
行った。
③富士北麓地域7市町村包括支援セン
ター合同で、管内介護支援専門員研修会
を企画し、年度内に３回実施（感染者が急
増時１回中止）。コロナ感染予防のため、
前年度より更にＺｏｏｍ環境を整え各市町
村がホストになり実施。
④新型コロナウイルス感染拡大にて、教
室を年内に２回休止。感染症ガイドライン
を遵守して９月から順次再開している。自
粛期間中にＣＡＴＶでテレビ体操を放映し
たり、また再開後も宿題体操プリントを配
布した。自宅へ個別訪問にて運動指導を
一部高齢者に行った。アウトカム指標を変
更し、体力測定を実施。
Ⅲ①令和３年度の初期集中支援対象者
は無かったが、認知症サポート医との協
力体制を確保し、常に対応できる状況を
維持した。
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